
議
第
百
四
十
三
号

宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関

す
る
条
例
に
つ
い
て

宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
三
日
提
出

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関

す
る
条
例

（
岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
三
十
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
十

宅
地
造
成
及

１

法
第
十
八
条
第
一
項
の
検
査
を
す
る
こ
と
。

大
垣
市
、
高
山

び
特
定
盛
土
等
規

２

法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
中
間
検
査
合
格

市
、
多
治
見
市
、

制
法
（
昭
和
三
十

証
を
交
付
す
る
こ
と
。

各
務
原
市
及
び
可

六
年
法
律
第
百
九

３

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
受
け
る

児
市

十
一
号
。
以
下
こ

こ
と
。

の
項
に
お
い
て

４

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
工
事
の
施
行
の

「

法

」

と

い

停
止
又
は
災
害
防
止
措
置
を
と
る
こ
と
を
命
ず
る
こ

う
。
）
に
基
づ
く

と
。

事
務
（
法
第
十
五

５

法
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
の
使
用
を

条
第
二
項
の
規
定

禁
止
し
、
若
し
く
は
制
限
し
、
又
は
災
害
防
止
措
置
を

に
よ
り
法
第
十
二

と
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

条
第
一
項
の
許
可

６

法
第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
作
業
の
停
止
を

を
受
け
た
も
の
と

命
ず
る
こ
と
。

み
な
さ
れ
た
工
事

７

法
第
二
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
自
ら
災
害
防
止

－55－
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又
は
法
第
三
十
四

措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
講
じ
、
及
び
公
告
を
す
る
こ

条
第
二
項
の
規
定

と
。

に
よ
り
法
第
三
十

８

法
第
二
十
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
前
号
の
災
害
防

条
第
一
項
の
許
可

止
措
置
に
要
し
た
費
用
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
。

を
受
け
た
も
の
と

９

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を

み
な
さ
れ
た
工
事

す
る
こ
と
。

に
係
る
も
の
に
限

法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
報
告
の
徴
取
（
前
各

10

る
。
）

号
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
す
る
こ

と
。法

第
三
十
七
条
第
一
項
の
検
査
を
す
る
こ
と
。

11

法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
中
間
検
査
合

12
格
証
を
交
付
す
る
こ
と
。

法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
受
け

13
る
こ
と
。

法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
工
事
の
施
行

14
の
停
止
又
は
災
害
防
止
措
置
を
と
る
こ
と
を
命
ず
る
こ

と
。法

第
三
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
の
使
用

15
を
禁
止
し
、
若
し
く
は
制
限
し
、
又
は
災
害
防
止
措
置

を
と
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

法
第
三
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
作
業
の
停
止

16
を
命
ず
る
こ
と
。

法
第
三
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
自
ら
災
害
防

17
止
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
講
じ
、
及
び
公
告
を
す
る

こ
と
。

法
第
三
十
九
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
前
号
の
災
害

18
防
止
措
置
に
要
し
た
費
用
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
。

法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を

19
す
る
こ
と
。

法
第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
報
告
の
徴
取
（
第
十

20
一
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
を
す
る
こ
と
。

（
岐
阜
県
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）
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第
二
条

岐
阜
県
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
中
「
宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
五
号
）
附
則
第
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
宅
地
造
成
等
規
制
法
」

を
「
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
」
に
、
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
十
一

条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
岐
阜
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条

岐
阜
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
九
の
表
中
「
宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
宅
地
造
成
等
規
制
法
」
を
「
宅
地
造
成
及
び
特

定
盛
土
等
規
制
法
」
に
改
め
、
同
表
一
の
項
中
「
宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年

法
律
第
五
十
五
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る

改
正
前
の
宅
地
造
成
等
規
制
法
」
を
「
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
」
に
、
「
第
八
条
第
一
項
に
規
定

す
る
宅
地
造
成
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
宅
地
造
成
等
（
土
石
の
堆
積
（
法
第
二
条
第
四
号
に
規

定
す
る
土
石
の
堆
積
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
に
関
す
る
工
事
の
許
可
又
は
法

第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
盛
土
等
」
に
、
「
宅
地
造
成
許
可
申
請
手
数
料
」
を
「
宅
地
造
成
等
許
可

申
請
手
数
料
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
切
土
又
は
盛
土
」
を
「
盛
土
又
は
切
土
」
に
、
「
表
」
を
「
項
」

に
、
「
一
二
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
六
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
二
一
、
〇
〇
〇
」
を
「
二
八
、

〇
〇
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
三
一
、
〇
〇
〇
」
を
「
三
九
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中

「
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
」
を
「
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
」
に
、
「
四
七
、
〇
〇
〇
」
を
「
五
七
、
〇
〇
〇
」
に
改

め
、
同
項
第
十
号
中
「
四
二
〇
、
〇
〇
〇
」
を
「
六
三
〇
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
一
号
と

し
、
同
項
第
九
号
中
「
三
四
〇
、
〇
〇
〇
」
を
「
四
九
〇
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
号
と
し
、

同
項
第
八
号
中
「
二
五
〇
、
〇
〇
〇
」
を
「
三
五
〇
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項

第
七
号
中
「
一
七
〇
、
〇
〇
〇
」
を
「
二
二
〇
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第
六

号
中
「
一
一
〇
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
四
〇
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
五
号
中

「
六
七
、
〇
〇
〇
」
を
「
九
〇
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

５

面
積
が
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
五
千
平
方
メ
ー
ト

一
件
に
つ
き

六
六
、
〇
〇
〇

ル
以
下
の
も
の

別
表
第
一
九
の
表
二
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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二

法
第
十
二
条
第
一

土
石
堆
積
許
可

１

土
石
の
堆
積
を

一
件
に
つ
き

一
一
、
〇
〇
〇

項
に
規
定
す
る
宅
地

申
請
手
数
料

行
う
土
地
の
面
積

造
成
等
（
土
石
の
堆

（
以
下
こ
の
項
に

積
に
限
る
。
）
に
関

お
い
て
単
に
「
面

す
る
工
事
の
許
可
又

積
」
と
い
う
。
）

は
法
第
三
十
条
第
一

が
五
百
平
方
メ
ー

項
に
規
定
す
る
土
石

ト
ル
以
下
の
も
の

の
堆
積
に
関
す
る
工

事
の
許
可
の
申
請
に

２

面
積
が
五
百
平

一
件
に
つ
き

一
四
、
〇
〇
〇

対
す
る
審
査

方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
千
平
方
メ
ー
ト

ル
以
下
の
も
の

３

面
積
が
千
平
方

一
件
に
つ
き

一
六
、
〇
〇
〇

メ
ー
ト
ル
を
超
え

二
千
平
方
メ
ー
ト

ル
以
下
の
も
の

４

面
積
が
二
千
平

一
件
に
つ
き

二
〇
、
〇
〇
〇

方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
三
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の

５

面
積
が
三
千
平

一
件
に
つ
き

二
八
、
〇
〇
〇

方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の

６

面
積
が
五
千
平

一
件
に
つ
き

三
二
、
〇
〇
〇

方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の

７

面
積
が
一
万
平

一
件
に
つ
き

三
八
、
〇
〇
〇
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方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
二
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の

８

面
積
が
二
万
平

一
件
に
つ
き

五
三
、
〇
〇
〇

方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
四
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の

９

面
積
が
四
万
平

一
件
に
つ
き

七
二
、
〇
〇
〇

方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
七
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の

面
積
が
七
万
平

一
件
に
つ
き

一
一
〇
、
〇
〇
〇

10
方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
十
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の

面
積
が
十
万
平

一
件
に
つ
き

一
三
〇
、
〇
〇
〇

11
方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
る
も
の

別
表
第
一
九
の
表
三
の
項
中
「
法
第
八
条
第
一
項
又
は
第
十
二
条
第
一
項
」
を
「
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土

等
規
制
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
建
設
省
令
第
三
号
）
第
八
十
八
条
に
規
定
す
る
法
第
十
二
条
第
一
項
、

第
十
六
条
第
一
項
、
第
三
十
条
第
一
項
又
は
第
三
十
五
条
第
一
項
」
に
、
「
宅
地
造
成
適
合
証
明
書
交
付
手
数

料
」
を
「
宅
地
造
成
等
適
合
証
明
書
交
付
手
数
料
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
六
の
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

三

法
第
十
六
条
第
一

宅
地
造
成
等
変

一
件
に
つ
き

次
に
掲
げ
る
額

項
に
規
定
す
る
宅
地

更
許
可
申
請
手

を
合
計
し
た
額
。

造
成
等
（
土
石
の
堆

数
料

た
だ
し
、
当
該
額

積
を
除
く
。
）
に
関

が
六
三
〇
、
〇
〇

す
る
工
事
の
計
画
の

〇
円
を
超
え
る
と
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変
更
の
許
可
又
は
法

き
は
、
六
三
〇
、

第
三
十
五
条
第
一
項

〇
〇
〇
円

に
規
定
す
る
特
定
盛

㈠

盛
土
又
は
切

土
等
に
関
す
る
工
事

土
に
関
す
る
計

の
計
画
の
変
更
の
許

画
の
変
更
（
㈡

可
の
申
請
に
対
す
る

の
み
に
該
当
す

審
査

る
場
合
を
除

く
。
）

盛
土

又
は
切
土
を
す

る
土
地
の
面
積

（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
単
に

「
面
積
」
と
い

う
。
）
（
㈡
に

規
定
す
る
変
更

を
伴
う
場
合
に

あ
っ
て
は
変
更

前
の
面
積
と

し
、
面
積
の
縮

小
を
伴
う
場
合

に
あ
っ
て
は
縮

小
後
の
面
積
と

す
る
。
）
に
従

い
、
一
の
項
区

分
の
欄
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
額
の

欄
に
掲
げ
る
額

に
十
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
額

㈡

新
た
な
土
地

の
盛
土
又
は
切

土
を
す
る
土
地

へ
の
追
加
に
係
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る
計
画
の
変
更

新
た
に
追
加

さ
れ
る
面
積
に

従
い
、
一
の
項

区
分
の
欄
に
掲

げ
る
区
分
に
応

じ
そ
れ
ぞ
れ
額

の
欄
に
掲
げ
る

額
㈢

㈠
又
は
㈡
に

掲
げ
る
変
更
以

外
の
変
更

一

〇
、
〇
〇
〇
円

四

法
第
十
六
条
第
一

土
石
堆
積
変
更

一
件
に
つ
き

次
に
掲
げ
る
額

項
に
規
定
す
る
宅
地

許
可
申
請
手
数

を
合
計
し
た
額
。

造
成
等
（
土
石
の
堆

料

た
だ
し
、
当
該
額

積
に
限
る
。
）
に
関

が
一
三
〇
、
〇
〇

す
る
工
事
の
計
画
の

〇
円
を
超
え
る
と

変
更
の
許
可
又
は
法

き
は
、
一
三
〇
、

第
三
十
五
条
第
一
項

〇
〇
〇
円

に
規
定
す
る
土
石
の

㈠

土
石
の
堆
積

堆
積
に
関
す
る
工
事

に
関
す
る
計
画

の
計
画
の
変
更
の
許

の
変
更
（
㈡
の

可
の
申
請
に
対
す
る

み
に
該
当
す
る

審
査

場

合

を

除

く
。
）

土
石

の
堆
積
を
行
う

土
地
の
面
積

（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
単
に

「
面
積
」
と
い

う
。
）
（
㈡
に

規
定
す
る
変
更
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を
伴
う
場
合
に

あ
っ
て
は
変
更

前
の
面
積
と

し
、
面
積
の
縮

小
を
伴
う
場
合

に
あ
っ
て
は
縮

小
後
の
面
積
と

す
る
。
）
に
従

い
、
二
の
項
区

分
の
欄
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
額
の

欄
に
掲
げ
る
額

に
十
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
額

㈡

新
た
な
土
地

の
土
石
の
堆
積

を
行
う
土
地
へ

の
追
加
に
係
る

計
画
の
変
更

新
た
に
追
加
さ

れ
る
面
積
に
従

い
、
二
の
項
区

分
の
欄
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
額
の

欄
に
掲
げ
る
額

㈢

㈠
又
は
㈡
に

掲
げ
る
変
更
以

外
の
変
更

一

〇
、
〇
〇
〇
円

五

法
第
十
八
条
第
一

宅
地
造
成
等
中

１

盛
土
又
は
切
土

一
件
に
つ
き

二
、
九
〇
〇

項
に
規
定
す
る
宅
地

間
検
査
申
請
手

を
す
る
土
地
の
面
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造
成
若
し
く
は
特
定

数
料

積
（
以
下
こ
の
項

盛
土
等
に
関
す
る
工

に
お
い
て
単
に

事
（
法
第
十
五
条
第

「
面
積
」
と
い

一
項
の
規
定
に
よ
り

う
。
）
が
五
百
平

法
第
十
二
条
第
一
項

方
メ
ー
ト
ル
以
下

の
許
可
が
あ
っ
た
も

の
も
の

の
と
み
な
さ
れ
た
も

の
を
除
く
。
）
の
検

２

面
積
が
五
百
平

一
件
に
つ
き

二
、
九
〇
〇

査
又
は
法
第
三
十
七

方
メ
ー
ト
ル
を
超

条
第
一
項
に
規
定
す

え
千
平
方
メ
ー
ト

る
特
定
盛
土
等
に
関

ル
以
下
の
も
の

す
る
工
事
（
法
第
三

十
四
条
第
一
項
の
規

３

面
積
が
千
平
方

一
件
に
つ
き

三
、
四
〇
〇

定
に
よ
り
法
第
三
十

メ
ー
ト
ル
を
超
え

条
第
一
項
の
許
可
が

二
千
平
方
メ
ー
ト

あ
っ
た
も
の
と
み
な

ル
以
下
の
も
の

さ
れ
た
も
の
を
除

く
。
）
の
検
査
の
申

４

面
積
が
二
千
平

一
件
に
つ
き

四
、
〇
〇
〇

請
に
対
す
る
審
査

方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
三
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の

５

面
積
が
三
千
平

一
件
に
つ
き

五
、
七
〇
〇

方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の

６

面
積
が
五
千
平

一
件
に
つ
き

五
、
七
〇
〇

方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
一
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の

７

面
積
が
一
万
平

一
件
に
つ
き

五
、
七
〇
〇

方
メ
ー
ト
ル
を
超
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え
二
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の

８

面
積
が
二
万
平

一
件
に
つ
き

一
一
、
〇
〇
〇

方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
四
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の

９

面
積
が
四
万
平

一
件
に
つ
き

二
三
、
〇
〇
〇

方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
七
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の

面
積
が
七
万
平

一
件
に
つ
き

四
〇
、
〇
〇
〇

10
方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
十
万
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の

面
積
が
十
万
平

一
件
に
つ
き

五
七
、
〇
〇
〇

11
方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
る
も
の

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２

宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
五
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い

う
。
）
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
宅
地
造
成
に
関
す
る
工
事

の
規
制
に
係
る
工
事
に
係
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
別
表

第
一
三
十
の
項
第
四
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
及
び
第
十
八
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
の
処
理
に

つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
別
表
第
一
三
十
の
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
岐
阜
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

３

改
正
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
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の
宅
地
造
成
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
宅
地
造
成
に

関
す
る
工
事
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査
及
び
同
法
第
八
条
第
一
項
又
は
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
適
合
し
て
い
る
旨
の
証
明
書
の
交
付
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜

県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
別
表
第
一
九
の
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

提

案

説

明

宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
関
係
条
例
の
規
定
の
整
備
を
行
う
た
め
、
こ

の
条
例
を
定
め
よ
う
と
す
る
。
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